
【お問合せ先】 長崎県土木部住宅課まちづくり班 ＴＥＬ：０９５－８９４－３１０４

平成２９年度
長崎県３世代同居・近居促進事業

新たに３世代(親、子、孫※１など)で同居・近居する
ための住宅の新築や改修工事、住宅の取得を市町※２と一緒に支援します!
⇒これから子育てを考えられているご夫婦（将来３世代）も対象になります！

メニュー
住宅の取得
(新築・中古)

新築工事 改修工事

同居※３ 対象経費の合計に対して、
補助率１／５（上限４０万円）近居※４

※３すでに同居している場合は補助の対象になりません

※４近居の範囲は地域の実情に合わせ市町が定めます（例．同一小学校区内など）

安心して子どもを産み育てることのできる住まい・居住環境の整備に支援し、出生率の向上や子育

て支援を図ります。

事業の目的

＜改修の対象となる工事＞
①間取りの変更等
②台所・浴室・トイレ・洗面所
等の改修・増設

③バリアフリー改修
④屋根・天井・外壁・床・窓の
断熱改修
⑤浄化槽の設置・入れ替え

補助金最大４０万円！
（一部の市町で異なります）

親等の世帯

子育て（希望）世帯を支援する世帯

（父母、おじおば、祖父母など）

② 交付申請 ③ 交付決定 ④ 着工（住宅の取得） （変更申請）

⑦補助金の請求 ⑧補助金の支払い

（重要）建築確認申請が必要な場合は着工前に
別途手続きが必要ですので、注意して下さい！

市町が審査後に
通知します

市町の窓口に
申請します

交付決定後に着工又は
売買契約をします

市町の窓口に請求します

Ｎew！
平成29年度から新築、近居する場合のリフォームも対象になりました！補助メニュー・補助額

現に子どものいない夫婦※５で、出産を希望
する世帯

子育て世帯

小学生以下の子ども（妊娠中を含む）がいる

子育て中の世帯

子育て希望世帯

※５ 夫婦の合計年齢が申請時点において８０歳以下の

若年世帯を対象とします

同
居
・
近
居

◆申請窓口は市町になります。市町窓口は、裏面に掲載しています。
◆申請には戸籍や住民票、図面などの添付が必要です。

申請窓口・申請から補助金支払いまでの流れ

※１小学生以下の子どもが対象です。

※２事業の実施、内容は各市町により異なる場合があります

平成28年度の利用者はこう答えています！（利用者アンケートより H29.1末時点）

今後出産の希望は
ありますか？

３世代同居・近居の
理由は？
（複数回答可）

住まいの玉手箱

⑥額の確定

市町が審査後に
通知します

指定の口座に振り込まれます

① 受付開始

準備ができ次第、
市町の窓口で受付ます

（注意）受付開始後に同居・
近居を行う方が対象です

⑤ 完了実績報告

市町の窓口に
報告します

内容に変更があれば変更
の手続きが必要です



申請窓口一覧（実施予定市町）

市町名 事業名 窓口 電話番号

長崎市 長崎市子育て住まいづくり支援事業補助金 住宅課 095-829-1189

佐世保市 佐世保市３世代同居・近居促進事業 都市政策課 0956-25-9626

島原市 島原市３世代ファミリー応援事業 政策企画課 0957-62-8012

諫早市 諫早市３世代同居・近居促進事業 建築住宅課 0957-22-1500

松浦市 松浦市３世代同居・近居促進事業 都市計画課 0956-72-1111

対馬市 対馬市３世代同居・近居促進事業 こども未来課 0920-58-2294

壱岐市 壱岐市３世代同居・近居促進事業 建築整備課 0920-42-1111

五島市 五島市３世代同居・近居促進事業 社会福祉課 0959-72-6117

西海市 西海市３世代同居・近居促進事業 住宅建築課 0959-37-0021

南島原市 南島原市３世代同居・近居促進事業 都市計画課 0957-73-6677

長与町 長与町３世代同居・近居促進事業 こども政策課 095-801-5886

時津町 時津町３世代同居・近居促進事業 都市整備課 095-882-4807

東彼杵町 東彼杵町３世代同居・近居促進事業 町民課 0957-46-1155

川棚町 川棚町３世代同居・近居促進事業 住民福祉課 0956-82-3130

波佐見町 波佐見町３世代同居・近居促進事業 建設課 0956-85-2111

小値賀町 小値賀町３世代同居・近居促進事業 建設課 0959-56-3111

佐々町 佐々町３世代同居・近居促進事業 建設課 0956-62-2101

新上五島町 新上五島町３世代同居・近居促進事業 建設課 0959-53-1111

平成２９年３月２１日現在（最新の情報は住宅課ホームページに掲載しております）


